
様式第　号（第　条関係）
令和　　年　　月　　日

　　奥州市長　宛
　　　　　　　　　　　　　届出者　住　所(所在地)　　奥州市江刺大通り１－８
ふ　り　が　な　　おうしゅう　たろう　　
氏　名(名　称)　　奥州　太郎  　　　　　
電　話　番　号　　３５－２１１１　　　　
○○○使用者等異動届
　　使用者等に異動があったので、次のとおり届け出ます。

	使用場所
	　奥州市江刺大通り１－８

	異動年月日
	　　　　　　令和　○　年　○　月　○　日

	検査済証番号
	　　　　　　　第　　　　　号

	異動内容
	人員の異動
	異動前（　５人）増減（　－１人）異動後（　４人）※例１～６の場合

	
	
	（異動状況）

	
	
	※【例１】奥州　次郎　　○○○へ進学のため転出

	
	
	　【例２】奥州　花子　　×××へ入院のため転出

	
	
	　【例３】奥州　三郎　　△△△へ施設入所のため転出

	
	
	　【例４】奥州　四郎　　下水道未接続の母屋に居住

	
	
	【例５】奥州　五郎　　□□□へ長期出張のため

	
	
	　【例６】奥州　桜子　　別宅の（住所）へ居住しているため　　

	
	
	　

	
	
	　【例７】奥州　一郎　　住民票は置いていないが同居（５人＋１人＝６人）　　

	
	使用者の

変更
	旧
	新

	
	
	
	


注　人員の異動欄は、前年度と変更がない場合でも記入が必要です。また、異動状況欄には、対象者ごとに氏名、異動事由（就学、入院、施設入所、長期赴任等）及び異動先（施設名等）を具体的に記載してください。


※下水道等に排水する水に自家水道（井戸水、沢水等）を使っている場合や農業に市水道を通年で使用している場合で、住民票の人数と実際に使用している人数が異なる時に提出





記入例





連絡のつく番号の記入をお願いいたします。





住民票上


の人数





下水道等に排水する水に自家水道（井戸水、沢水等）を使っている場合や農業に市水道を通年で使用している場合（使用人数による汚水量認定を受けている場合）で、住民票の人数と実際に使用している人数が異なる時に提出が必要です。死亡、出生の場合は住民票の異動があるため、この届け出は不要です。


　　　　　について、記入漏れのないように確認してください。


遡っての使用料金の減額は行いません。


（毎月1日現在の世帯人数で料金を計算しています。料金の請求は翌月です。）


不明な点があれば、お問合せください。

















